
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　鶴舞小学校へ通う子どもたちは、これまでどおり現在の通学路を使用します。 
 

設定の原則 

１．②・③・④の主要通学路に出て登校する。 

２．歩道がある道路では必ずその歩道を通る。 

３．歩道がない道路では原則として右側を歩く。 

　　ただし、　　のところは、行きも帰りも駅側を歩く。 

４．できるだけ信号と横断歩道のある交差点で横断する。 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　東小学校へ通う子どもたちの通学路は、東小学区の校外指導員さんの意
見を参考にして、設定した通学路を使用します。 
 

設定の原則 

１．国道や歩道のある大きな道路に出て登校する。 

２．歩道がある道路では必ずその歩道を通る。 

３．歩道がない道路では原則として右側を歩く。 
４．できるだけ信号と横断歩道のある交差点で横断する。 
５．×印のところの横断歩道・踏切・砂利道は通行しない。大の道・
　　蓼沼地区の本荘街道は歩道が狭く交通量も多いため、通行しない。 
 
 


